
川西市立学校校区審議会（第３回）次第 

 

 

日 時  平成２６年１１月２０日（木）  

午後５時００分～      

場 所  庁議室（川西市役所４階） 

 

 

 

 １ 開会 

 

 

２ 議事 

（1）校区外就学希望制度の検証について 

 

 

（2）① 川西市の学校規模と今後の学校校区のあり方について 

② 川西市立小学校の校区に関すること 

ア 多田グリーンハイツ地区における校区について 

イ 清和台地区における校区について 

 

 

（3）その他 

 

 

３ 閉会 











































































【小学校】

校区校

世帯数 3,908 5,182 6,581 4,529 4,533 6,083 4,191 5,580 3,107 3,286 2,487 2,971 2,485 5,684 4,857 3,088 68,552

3,908 0 －

5,182 20 20 －

6,581 8 3 1 12 －

4,529 7 7 －

4,533 3 10 17 30 3

6,083 14 14 －

4,191 43 2 45 1

5,580 11 32 43 －

3,107 1 2 1 4 －

3,286 1 1 －

2,487 10 10 －

2,971 0 －

2,485 0 －

5,684 1 3 33 6 43 －

4,857 10 10 －

3,088 0 －

68,552 0 8 30 13 15 60 12 3 33 5 0 10 0 11 33 6 239 4

－ － － － － － － － － － － － － － － － － －
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平成２１年度～平成２６年度　校区外就学希望実績状況

久代 加茂 川西 桜が丘 川西北 明峰 多田 北陵 計

資料２



校区外就学希望制度の検証について 

  

 

１.制度導入の趣旨 

  川西市では、15年ほど前から校区境界域において、小規模な開発により新たに校区内の住民と

なった保護者から、通学距離や生活圏等を理由に就学指定校の変更要望が増加してきた。これら

の校区をめぐる問題解決を目的として、校区制度を基本とする中で一定の制限を設け、保護者や

児童・生徒の校区外の学校への入学希望を認める制度を平成17年度から導入しました。 

  

２.検証の意義 

   本制度は、自由校区による学校選択制とは異なり、5％の限度枠や隣接校区に限定するなど、

一定の制限を設けており、運用状況によっては制度の見直しや校区の変更が必要となることが考

えられることから、定期的に検証を行っているところです。 

 

３.検証の結果  

（１）平成19年3月12日答申 

➣安定的な制度運用が認められ、制度の内容改訂、校区の線引きの見直し等直ちに特段の対

応を要すべき状況にはない。 

➣引き続き5年ごとの検証はもとより、検証時期以外での急激な状況の変化等についても、  

対応を図ること。 

➣5％限度枠超過による抽選の実施に伴う救済措置として、繰り上げ措置を制度化すること。 

 

（２）平成21年7月8日答申 

➣一部の学校で抽選があり検討すべき課題はあるものの、全体として5％の枠に収まり、安

定的に運用されていることから、直ちに制度の見直しを行う状況にない。 

➣今後も申請状況を毎年確認し、制度の見直しや校区変更の必要性について、5年ごとの検

証時期にかかわらず柔軟に対応すること。 

 

（３）平成24年12月21日答申 

   ➣小学校時代の交友関係は、中学校生活において生徒が円滑に教育活動を行うために有意義

であることを考慮し、小学校入学時に「川西市立学校校区外就学希望制度」を利用し就学

した場合には、就学した小学校の属する中学校区の中学校へ、受入枠にかかわらず入学で

きることが望ましい。 

➣同制度上の兄弟姉妹優先の者についても、教育的な配慮から受入枠にかかわらず入学でき

ることが望ましい。 

 

 

 

資料３ 
















